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可
決
し
た
議
案

第
4
回
定
例
会

条　

例

市
長
提
出
議
案

◆
三
鷹
市
市
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に

伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
が
平
成
19
年
10
月
１

日
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
郵
便
事
業
株
式
会
社
、
郵

便
局
株
式
会
社
等
に
係
る
都
市

計
画
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措

置
を
定
め
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
立
保
育
園
設
置
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

新
川
六
丁
目
７
番
８
号
に

「
こ
じ
か
保
育
園
」
を
設
置
す

る
も
の
で
す
。
こ
じ
か
保
育
園

は
、
平
成
18
年
度
末
に
廃
園
し

た
こ
じ
か
幼
稚
園
の
施
設
を
活

用
し
、
保
育
園
の
待
機
児
の
解

消
に
資
す
る
と
と
も
に
、
地
域

の
子
育
て
家
庭
を
支
援
す
る
子

育
て
ひ
ろ
ば
機
能
を
併
せ
持
っ

た
保
育
園
と
し
て
整
備
す
る
も

の
で
す
。

◆
三
鷹
市
学
童
保
育
所
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

六
小
学
童
保
育
所
及
び
北
野

小
学
童
保
育
所
の
老
朽
化
に
伴

う
建
て
替
え
を
行
う
と
と
も

に
、
学
童
保
育
所
の
待
機
児
童

の
解
消
を
図
る
た
め
増
設
す
る

も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
童
保

育
所
に
「
学
童
保
育
所
Ａ
」
及

び
「
学
童
保
育
所
Ｂ
」
を
設
け

る
も
の
で
す
。
さ
ら
に
、
児
童

の
安
全
を
よ
り
確
保
す
る
と
と

も
に
、
地
域
子
ど
も
ク
ラ
ブ
事

そ
れ
ぞ
れ
９
億
９
千
780
万
１
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
581
億
８

千
371
万
１
千
円
と
す
る
と
と
も

に
、
債
務
負
担
行
為
の
補
正
を

行
う
も
の
で
す
。

◆
平
成
19
年
度
三
鷹
市
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
３
億
７
千
894
万
８
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
163
億
988

万
１
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
平
成
19
年
度
三
鷹
市
下
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
１
億
６
千
65
万
１
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
43
億
232

万
２
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
平
成
19
年
度
三
鷹
市
介
護
サ

ー
ビ
ス
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
９
千
360
万
円
を
追
加

し
、
総
額
を
13
億
５
千
646
万
７

千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
平
成
19
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
３
千
886
万
円
を
追
加

し
、
総
額
を
582
億
２
千
257
万
１

千
円
と
す
る
と
と
も
に
、
債
務

負
担
行
為
の
補
正
を
行
う
も
の

で
す
。

市
道
路
線
の
認
定

◆
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

　

道
路
法
の
規
定
に
基
づ
き
、

市
道
第
824
号
線
ほ
か
５
路
線
を

新
た
に
市
道
と
し
て
認
定
す
る

も
の
で
す
。

業
と
の
連
携
を
図
る
た
め
、
そ

れ
ぞ
れ
の
小
学
校
の
敷
地
内
に

移
設
す
る
も
の
で
す
。

◆
郵
政
民
営
化
に
伴
う
関
係
条

例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

　

郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に

伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
の
施
行
等
に
伴
い
、

「
郵
便
貯
金
」
及
び
「
郵
便

局
」
の
用
語
を
削
る
ほ
か
、
規

定
を
整
備
す
る
た
め
、
関
係
条

例
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の

で
す
。

◆
三
鷹
市
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
　

平
成
19
年
度
給
与
改
定
を
行

う
と
と
も
に
、
給
料
月
額
と
地

域
手
当
と
の
配
分
変
更
を
行
う

も
の
で
す
。補

正
予
算

◆
平
成
19
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

人
事
議
案

◆
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推

薦
に
つ
い
て

金
子　

惠
一
氏
（
再
任
）

髙
橋　

雄
二
氏
（
再
任
）

寺
本　

修
子
氏
（
再
任
）

板
橋　

利
定
氏
（
新
任
）

そ
の
他

◆
三
鷹
市
土
地
開
発
公
社
定
款

の
変
更
に
つ
い
て

　

郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に

伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
の
施
行
に
よ
る
公
有

地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法

律
の
改
正
に
伴
い
、
「
郵
便
貯

金
」
の
用
語
を
削
る
ほ
か
、
規

定
を
整
備
す
る
た
め
、
三
鷹
市

土
地
開
発
公
社
の
定
款
を
変
更

す
る
も
の
で
す
。

議
員
提
出
議
案

意
見
書（
要
旨
）

▪
原
爆
症
認
定
制
度
の
抜
本
的

改
善
を
求
め
る
意
見
書

　

原
子
爆
弾
が
投
下
さ
れ
62
年

が
経
過
し
た
今
で
も
、
被
爆
者

は
原
爆
症
の
発
病
を
初
め
多
く

の
苦
難
に
直
面
し
て
い
る
。
本

市
議
会
は
、
国
会
及
び
政
府
に

対
し
、
「
原
子
爆
弾
被
爆
者
に

対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
」

第
11
条
で
規
定
さ
れ
て
い
る

「
原
爆
症
認
定
」
審
査
を
原
爆

被
害
の
実
態
に
見
合
っ
た
制
度

に
改
善
す
る
こ
と
を
強
く
求
め

る
。

▪
取
り
調
べ
の
可
視
化
の
実
現

に
関
す
る
意
見
書

　

裁
判
員
制
度
導
入
に
当
た
っ

て
、
検
察
庁
で
は
現
在
、
「
取

り
調
べ
の
可
視
化
」
を
試
行
し

て
い
る
。
「
取
り
調
べ
の
可
視

化
」
と
は
、
捜
査
の
結
果
、
犯

罪
を
行
っ
た
と
疑
わ
れ
る
被
疑

者
に
対
し
て
警
察
や
検
察
が
行

う
取
り
調
べ
の
全
過
程
を
録

画
・
録
音
す
る
こ
と
で
あ
り
、

自
白
の
任
意
性
、
信
用
性
を
迅

速
・
的
確
に
判
断
す
る
た
め
の

方
策
と
し
て
、
裁
判
員
制
度
導

入
に
と
っ
て
不
可
欠
な
取
り
組

み
の
一
つ
と
言
え
る
。
本
市
議

会
は
、
国
会
及
び
政
府
に
対

し
、
取
り
調
べ
過
程
の
可
視
化

を
実
現
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

▪
民
法
第
772
条
の
嫡
出
推
定
に

関
す
る
運
用
の
見
直
し
を
求
め

る
意
見
書

　

民
法
第
772
条
第
２
項
は
「
嫡

出
推
定
」
の
規
定
を
定
め
て
い

る
が
、
こ
の
規
定
は
制
定
か
ら

100
年
以
上
た
っ
た
今
、
社
会
情

勢
の
変
化
な
ど
も
あ
り
、
時
代

に
合
わ
な
く
な
っ
て
い
る
。
本

市
議
会
は
、
国
会
及
び
政
府
に

対
し
、慎
重
に
検
討
し
つ
つ
も
、

子
ど
も
の
人
権
を
守
る
た
め
、

離
婚
前
妊
娠
で
あ
っ
て
も
社
会

通
念
上
や
む
を
得
な
い
と
考
え

ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
現
在

の
夫
の
子
と
し
て
出
生
届
を
認

め
る
な
ど
、
嫡
出
推
定
の
救
済

対
象
を
拡
大
す
る
よ
う
、
民
法

第
772
条
の
嫡
出
推
定
に
関
す
る

運
用
の
見
直
し
を
求
め
る
。

▪
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

体
制
の
充
実
を
求
め
る
意
見
書

　

救
急
隊
が
行
う
応
急
措
置
の

質
の
向
上
を
協
議
す
る
メ
デ
ィ

カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（
以
下

「
Ｍ
Ｃ
」
）
体
制
の
充
実
、
特

に
医
師
に
よ
る
直
接
の
指
示
・

助
言
体
制
の
整
備
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。
本
市
議
会
は
、
政
府

に
対
し
、
次
の
項
目
を
実
施
す

る
よ
う
、
強
く
要
望
す
る
。

⑴
全
国
Ｍ
Ｃ
協
議
会
連
絡
会
を

定
期
開
催
し
、
地
域
Ｍ
Ｃ
協
議

会
と
の
連
携
強
化
を
図
る
こ

と
。
⑵
Ｍ
Ｃ
協
議
会
を
充
実
さ

せ
る
た
め
の
財
政
措
置
の
増
大

を
図
る
こ
と
。
⑶
オ
ン
ラ
イ
ン

Ｍ
Ｃ
体
制
の
構
築
を
推
進
す
る

こ
と
。
⑷
救
急
救
命
士
の
病
院

実
習
や
再
教
育
の
充
実
・
強
化

を
図
る
こ
と
。
⑸
救
急
活
動
の

効
果
実
証
や
症
例
検
討
会
の
実

施
を
図
る
こ
と
。

▪
「
非
核
日
本
宣
言
」
を
求
め

る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、
国
会
及
び
政

府
に
対
し
、
被
爆
国
日
本
政
府

が
「
核
兵
器
廃
絶
の
提
唱
・
促

進
」
と
「
核
兵
器
を
持
た
ず
、

作
ら
ず
、
持
ち
込
ま
せ
ず
」
と

い
う
非
核
三
原
則
の
厳
守
を
国

会
や
国
連
総
会
な
ど
で
改
め
て

「
非
核
日
本
宣
言
」
と
し
て
行

い
、
各
国
政
府
に
核
兵
器
廃
絶

へ
の
共
同
の
努
力
を
求
め
る
行

動
を
と
る
べ
き
こ
と
を
強
く
求

め
る
。

▪
軍
事
利
権
の
全
貌
と
、
政
軍

財
の
癒
着
の
解
明
を
求
め
る
意

見
書

　

軍
需
専
門
商
社
「
山
田
洋

行
」
を
め
ぐ
る
疑
惑
は
、
政
軍

財
が
絡
む
軍
事
利
権
疑
惑
の
、

「
氷
山
の
一
角
」
に
す
ぎ
ず
、

巨
額
の
軍
事
費
と
、
そ
れ
に
た

か
る
日
米
の
軍
需
企
業
、
高
級

官
僚
、
政
治
家
に
よ
る
癒
着
が

疑
惑
の
温
床
で
あ
る
。
本
市
議

会
は
、国
会
に
対
し
、今
こ
そ
軍

事
利
権
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
、
司
法
に
よ
る
厳
正
な

捜
査
と
と
も
に
、
国
会
に
お
け

る
徹
底
的
な
解
明
を
求
め
る
。

▪
肝
炎
問
題
の
早
期
全
面
解
決

と
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
患
者
の
早

期
救
済
を
求
め
る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、
国
会
及
び
政

府
に
対
し
、
次
の
事
項
を
実
現

す
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

⑴
薬
害
肝
炎
訴
訟
を
直
ち
に
終

結
し
、
薬
害
被
害
者
及
び
肝
炎

患
者
救
済
の
適
切
な
対
応
を
図

る
こ
と
。
⑵
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン

製
剤
及
び
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子

製
剤
を
納
入
し
た
全
医
療
機
関

に
対
し
て
患
者
の
追
跡
調
査
を

指
示
し
、
特
定
さ
れ
た
患
者
に

対
し
て
、
投
与
事
実
の
告
知
と

感
染
検
査
の
勧
奨
を
指
導
し
、

そ
の
結
果
を
速
や
か
に
公
表
す

る
こ
と
。
⑶
集
団
予
防
接
種
の

被
害
実
態
調
査
を
行
い
、
適
切

な
対
応
を
と
る
こ
と
。
⑷
ウ
イ

ル
ス
性
肝
炎
の
検
診
体
制
の
拡

充
と
検
査
費
用
の
負
担
軽
減
を

す
る
こ
と
。
⑸
ウ
イ
ル
ス
性
肝

炎
の
治
療
体
制
の
整
備
、
と
り

わ
け
治
療
の
地
域
格
差
の
解
消

に
努
め
る
こ
と
。
⑹
ウ
イ
ル
ス

性
肝
炎
治
療
の
医
療
費
の
援
助

及
び
治
療
中
の
生
活
費
支
援
策

を
実
施
す
る
こ
と
。
⑺
ウ
イ
ル

ス
性
肝
炎
の
正
し
い
知
識
の
啓

発
に
取
り
組
み
、
キ
ャ
リ
ア
に

対
す
る
偏
見
・
差
別
を
一
掃
す

る
こ
と
。

▪
生
活
保
護
基
準
引
き
下
げ
の

中
止
を
求
め
る
意
見
書　

　

厚
生
労
働
省
の
「
生
活
扶
助

基
準
に
関
す
る
検
討
会
」
は
生

活
扶
助
基
準
の
見
直
し
を
検
討

す
る
報
告
書
を
ま
と
め
た
。今
、

必
要
な
こ
と
は
、
生
活
保
護
を

受
け
て
い
る
人
た
ち
の
生
活
実

態
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、

憲
法
第
25
条
で
示
す
「
健
康
で

文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」

の
検
証
、
最
低
賃
金
や
課
税
基

準
、
あ
ら
ゆ
る
制
度
の
活
用
へ

の
影
響
な
ど
論
議
す
る
こ
と
で

あ
る
。
本
市
議
会
は
、
政
府
に

対
し
、今
回
の
「
検
討
会
報
告
」

に
よ
る
生
活
保
護
の
生
活
扶
助

基
準
引
き
下
げ
作
業
は
中
止
を

す
る
こ
と
を
求
め
る
。

▪
産
科
・
救
急
医
療
体
制
の
早

期
整
備
を
求
め
る
意
見
書

　

救
急
車
が
患
者
の
搬
送
先
を

見
つ
け
ら
れ
ず
死
産
し
た
り
、

妊
婦
が
死
亡
す
る
な
ど
の
痛
ま

し
い
事
故
が
後
を
絶
た
な
い
。

本
市
議
会
は
、
政
府
に
対
し
、

安
心
し
て
出
産
で
き
る
条
件
整

備
と
し
て
、産
科
・
救
急
医
療
体

制
の
早
期
実
現
を
国
の
責
任
で

早
急
に
行
う
こ
と
を
求
め
る
。

▪
東
京
都
知
事
が
公
約
し
た
中

学
３
年
生
ま
で
の
医
療
費
無
料

化
の
早
期
実
施
を
求
め
る
意
見

書
　

さ
き
の
東
京
都
知
事
選
挙
に

お
い
て
、石
原
東
京
都
知
事
は
、

中
学
３
年
生
ま
で
の
医
療
費
の

無
料
化
を
公
約
に
掲
げ
、
当
選

し
た
。
都
内
23
区
で
は
、
少
子

化
対
策
と
し
て
、
既
に
実
施
し

て
い
る
と
こ
ろ
も
多
々
あ
り
、

市
町
村
と
の
格
差
は
広
が
っ
て

い
る
。
本
市
議
会
は
、
東
京
都

に
対
し
、
石
原
都
知
事
の
公
約

で
あ
る
中
学
３
年
生
ま
で
の
医

療
費
の
無
料
化
を
早
急
に
実
施

す
る
よ
う
強
く
要
請
す
る
。

▪
地
域
で
安
心
し
て
出
産
が
で

き
る
助
産
所
の
存
続
を
求
め
る

意
見
書

　

本
市
議
会
は
、
国
会
及
び
政

府
に
対
し
、
次
の
こ
と
を
強
く

求
め
る
。

⑴
改
正
「
医
療
法
」
第
19
条
の

施
行
を
、
当
分
の
間
、
凍
結
す

る
こ
と
。
⑵
参
議
院
厚
生
労
働

委
員
会
の
附
帯
決
議
に
基
づ

き
、
国
及
び
地
方
自
治
体
が
、

責
任
を
持
っ
て
助
産
所
の
嘱
託

医
・
嘱
託
医
療
機
関
を
確
保
す

る
こ
と
。
⑶
国
は
、
各
都
道
府

県
の
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ

ン
タ
ー
、
各
地
域
の
中
核
病
院

や
公
的
医
療
機
関
が
助
産
所
や

診
療
所
か
ら
の
緊
急
搬
送
を
円

滑
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
、

適
宜
適
切
な
支
援
を
講
ず
る
こ

と
。
⑷
国
は
、
各
都
道
府
県
に

お
け
る
助
産
師
養
成
枠
の
増
加

と
質
の
高
い
助
産
師
教
育
を
促

進
す
る
こ
と
。

小学校の敷地内に移設される北野小学童保育所


